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 令和６年度島根県職員（任期付職員・総合土木）採用選考試験受験案内 

 

令和６年１１月１日                         

          島根県総務部人事課 

 

大型公共工事に従事する職員又はその代替として勤務する職員（以下「任期付職員」といいます。）を募集します。 

 

この採用選考は、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」（平成１４年法律第４８号）及び「一

般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年島根県条例第８号）」に基づき、行政機関又は民間企業等にお

ける専門的な実務経験を有する方を、任期を定めて一定の期間、島根県職員として採用し、大型公共工事に従事して

いただく、又は大型公共工事に従事する職員の代替として勤務していただくために実施するものです。 

 

◆受付期間  令和６年１１月１日（金）～１１月２９日（金） 

郵送の場合、１１月２９日（金）必着 

受付時間は、午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

 

１ 募集内容 

職  種 採用予定人数 職務内容 

総合土木 ５名 

島根県の諸機関に勤務し、道路・河川・港湾・都市計画や農業

農村整備（ほ場整備、農道、農地防災等）等の調査計画・設計

・積算・施工管理等の業務に従事します。 

⑴ 配属先については、勤務可能地を踏まえ決定します。 

  なお、任期途中で異動する（配属先が変わる）可能性があります。 

⑵ 採用予定人数は、変更する場合があります。 

 

２ 任期 

令和７年４月１日から令和１０年３月３１日までの３年間 

※職務の進捗状況等により、令和７年４月１日より前に採用することや採用された日から５年以内

の範囲で任期を更新することがあります。 

 

３ 受験資格 

⑴ 令和６年１１月１日現在において、次のいずれかの要件を満たしていること 

① １級土木施工管理技士の資格を有する方 

② ２級土木施工管理技士の資格を取得後５年以上の実務経験を有している方 

③ 公共土木工事の計画、設計、積算又は施工管理に関する実務経験を１０年以上有している方 

※実務経験は、民間又は行政機関等を問いません。 

※実務経験の内容 

・ 行政機関において、土木又は農業土木に関する発注業務、設計業務、積算業務、工事監督業

務等に従事した経験 

・ 建設会社、設計コンサルタント等において、道路、橋梁、港湾施設、上下水道施設、ほ場整

備、農道、農地防災等の公共工事の設計、工事監督業務等に従事した経験 

・ 行政機関や民間企業等において、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の業務に従事した 

経験 

※合格決定後、職務経験期間の確認のため、職歴証明書等を提出していただきます。 

※年齢要件はありません。 

⑵ 上記⑴にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する人は受験できません。 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

② 島根県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

③ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

④ 平成 11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心神耗弱を原因とするもの

以外） 
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４ 試験の日時、試験地及び試験会場 

試験日時 試験会場 

 令和６年１２月１５日（日） 

  受付時間  ９：００～ ９：１５ 

  作文試験  ９：３０～１０：３０ 

  面接試験 １１：００～ 

 島根県職員会館 

 （島根県松江市内中原町５２） 

※遅刻者は試験開始後３０分以降は受験できません。 

 

５ 試験の種目、配点及び内容 

試験の種目 問題形式 配点 内容 

作文試験 

（６０分） 
記述式 ５０点 

専門的な知識及び文章による表現力、課題に対

する理解力等について作文試験を行います。 

面接試験 ― ５０点 
職務遂行能力等をみる目的で個別面接を行い

ます。 

   ※試験種目によっては、一定の基準があり、基準に満たない場合は総合得点にかかわらず不合格とします。 

 

６ 合格発表 

  合格発表日 令和６年１２月２０日（金） 

  試験の結果は、島根県人事課のホームページに合格者の受験番号を掲示します。 

(http://www.pref.shimane.lg.jp/jinji/) 

また、受験者全員（棄権者を除く。）に試験結果を通知します。 

なお、職務経験期間の証明ができない場合や採用選考試験申込書、職務経歴書及びエントリーシート

の記載事項に虚偽又は不正があることが判明した場合は、採用されないことがあります。 

 

７ 受験手続、申込先及び受付期間等 

⑴ 提出書類 

① 島根県職員（任期付職員）採用選考試験申込書（所定の様式）  １部 

② 職務経歴書（所定の様式）                １部 

③ エントリーシート（所定の様式）               １部 

④ 保有する資格がある場合は、その資格を証明するものの写し  １部 

⑤ はがき                      １部       

受験票として使用します。表面に受験者本人の郵便番号、住所、氏名を記載し、８５円切手を 

貼付してください。 

⑥ 定形の封筒（長形３号）                   １部 

試験結果通知に使用します。表面に受験者本人の郵便番号、住所、氏名を記載し、110 円切手を 

貼付してください。 

※はがき及び封筒の宛名には「様」と書いてください。 

   

⑵ 提出期限、方法 

上記提出書類を、島根県人事課（〒690-8501 島根県松江市殿町１番地）に直接持参するか郵送に

より提出してください。郵送する場合は、封筒の表に「任期付職員採用選考試験申込」と朱書し、簡

易書留郵便にしてください。簡易書留郵便によらない郵便の不着には対応できません。 

受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除き、令和６年１１月１日（金）から令和６年１１月２９日（金）

までの午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

郵送による場合は、令和６年１１月２９日（金）必着とします。 

 

⑶ 受験票の交付 

受験票は、受験資格を審査し、受付締切後に郵送します。 

受験票には最近６か月以内に撮影した写真（上半身・脱帽・正面向き・縦４cm横３cm）を貼り付け

てください。（写真がない場合は受験できません。） 

１２月１１日（水）になっても受験票が到着しないときは、島根県人事課に必ず問い合わせてくだ

さい。 
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⑷ 書類提出先・問い合わせ先 

  〒６９０－８５０１ 島根県松江市殿町１番地（本庁舎３階）島根県総務部人事課 

                  TEL ０８５２－２２－６８５０ 

 

⑸ その他 

障がいのある方で、試験実施時に何か配慮が必要な場合は、申込時にお知らせください。 

ただし、内容によってはお応えできないことがあります。 

  

⑹ 試験当日は次のものを持参してください。 

持参するもの 留意事項 

受験票 
写真欄に最近６か月以内に帽子をつけないで上半身正面を撮っ

た縦４cm、横３cmの写真を貼り付けてください。 

ＨＢ又はＢの鉛筆及び消しゴム シャープペンシルも可 

時計 
試験会場に時計がない場合がありますので、必要な人は時計を

ご持参ください。 

昼食 

面接試験が午後になる場合は、会場内で昼食（弁当等）を取っ

ていただくことが可能です。必要に応じてご持参ください。ゴ

ミは持ち帰ってください。 

 

８ 採用時の給与及び勤務時間等 

任期付職員は、任期が定められていること以外、給与、勤務時間等については任期の定めのない職員

と同様に地方公務員法等の規定が適用され、採用後は、一般職の職員として勤務していただくことにな

ります。 

⑴ 給料月額は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例等に基づき、採用前の経験年数等を考慮し

て決定します。 

  例：令和６年４月１日現在、大学卒業後に民間企業等の正規職員として２０年の勤務経験がある方の場合 

    ２９３，９２５円 

⑵ 期末手当及び勤勉手当が支給されます。（あわせて年間に給料月額の４．３０月分。令和６年４月

１日現在） 

⑶ 支給要件に該当する場合、扶養手当、通勤手当等が支給されます。 

⑷ 勤務時間は、原則として月曜日から金曜日までの週５日、１日７時間４５分勤務です。 

⑸ 宿舎等は、希望により勤務する地域において、入居することができます（宿舎の空き状況により希

望に添えない場合があります）。 

 

９ 試験結果の本人提供について 

試験の結果については、保有個人情報の本人提供に関する事務取扱要領に基づき、本人の申出により

提供することができます。受験者本人（代理人は不可）が「顔写真付きの身分証明書」（注）を持参の

上、下記場所で行ってください。（電話は不可） 

開示請求できる者 開示内容 開示期間 開示場所 

合格者及び不合格者 

（棄権者除く） 

得点及び

順位 

合格発表日から 

１か月間 

島根県総務部人事課 

（松江市殿町１番地本庁舎３階） 

※「顔写真付きの身分証明書」の例：運転免許証、学生証、旅券等 
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この頁は空白です 

 

 

 

 

 

 


